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白岡市介護保険条例の一部を改正する条例の概要 

 

１ 改正の理由 

  令和６年度から８年度までを計画期間とする第９期介護保険事業計画における総給付

費の見込額に基づき、次期介護保険料を見直すこと等に伴い、白岡市介護保険条例の一

部を改正するものである。 

 

２ 改正の概要 

⑴ 第４条関係 

ア 第９期介護保険事業計画における総給付費の見込額に基づき、次期介護保険料の

改正を行う。 

■介護保険料等比較表■ 

 第９期介護保険料 第８期介護保険料 

基準額 
年額 

（月額） 

６５，８００円 

（５，４９１円） 

５９，０００円 

（４，９１８円） 

保険料段階 １７段階 １７段階 

イ 公費を投入して低所得者の保険料軽減の強化を引き続き実施するため、軽減後の

保険料を改正する。 

所得段階 改正後の額 改正前の額 

第１段階 １８，７００円 １７，７００円 

第２段階 ３１，９００円 ２６，５００円 

第３段階 ４５，１００円 ４１，３００円 

⑵ 第６条関係 

  賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の保険料の額

に係る所要の文言整理を行う。 

 

３ 施行期日及び経過措置 

⑴ 施行期日 

令和６年４月１日 
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⑵ 経過措置 

改正後の第４条の規定は、令和６年度分の保険料から適用し、令和５年度以前の年

度分の保険料については、なお従前の例による。 


